
利用した場合の利用者負担額は以下のとおりです。利用者の負担額は、原則として基本利用料の

ア　基本利用料①（訪問看護基本療養費）

※基本療養費Ⅰ・Ⅱともに、理学療法士による訪問の場合は、週4日以降も週3日までの料金が適用されます。

イ　基本利用料②（訪問看護管理療養費）

医療保険　訪問看護料金表
2026年6月改定

1割、2割、3割のいずれかの額です。

訪問看護基本療養費の種類 ※基本利用料

訪問看護基本療養費（Ⅰ）
週3日まで 5,550円

週4日目以降 6,550円

訪問看護基本療養費（Ⅲ） 入院中の外泊 8,500円

週4日目以降 6,550円

同一日に
3人以上9人以下

週3日まで 2,780円

週4日目以降 3,280円

訪問看護基本療養費（Ⅱ）
同一建物

（同一敷地内の建物を含む）

看
護
師

同一日に
2人まで

週3日まで 5,550円

理
学
療

法
士
等

2人 5,550円

3人以上9人以下 2,780円

※キャンセル料の対象項目

精神科訪問看護基本療養費の種類 ※基本利用料

精神科
訪問看護基本療養費（Ⅰ）

週3日目まで （30分以上） 5,550円

週4日目以降 （30分以上） 6,550円

3,280円

理
学
療

法
士
等

2人 5,550円

3人以上9人以下 2,780円

精神科訪問看護基本療養費（Ⅲ） 入院中の外泊 8,500円

※キャンセル料の対象項目

精神科
訪問看護基本療養費（Ⅱ）

同一建物
（同一敷地内の建物を含む）

看
護
師

同一日に
2人まで

週3日まで 5,550円

週4日目以降 6,550円

同一日に
3人以上9人以下

週3日まで 2,780円

週4日目以降

訪問看護ベースアップ評価料（１）R9年6月～ 2,100円／月1回

訪問看護管理療養費
月の初日 機能強化型Ⅰ 13,760円

2日目以降 ※3,010円

訪問看護医療DX情報活用加算 50円／月1回

訪問看護ベースアップ評価料（１）R8年6月～R9年5月 1,050円／月1回

訪問看護基本療養費の種類
基本利用料

※キャンセル料の対象項目

訪問看護物価対応料加算　1
R8年6月～R9年5月

月の初日の訪問の場合 60円／日

月の2日目以降の訪問の場合 20円／日

訪問看護物価対応料加算　１
R9年6月～

月の初日の訪問の場合 120円／日

月の2日目以降の訪問の場合 40円／日



ウ　その他の療養費及び加算

★の付いている加算について

　同一日に同一建物（同一敷地内の建物を含む）に3名以上の訪問の場合には、減額になる

　ことがあります。

（5）保険外の料金について

　　①1回の訪問が90分を超えた場合、30分毎に4,000円となります。

　　②交通費は、3㎞を超える場合は1㎞毎に50円、片道分のみの請求となります。

　　③死後の処置を行った場合は、一律で18,000円を請求致します。

　　④その他、日常生活品（衛生材料含む）等、実費負担となる場合もあります。

その他の療養費及び加算の種類 基本利用料

訪問看護ターミナル療養費（1） 25,000円

訪問看護情報提供療養費（１） 市町村又は都道府県 1,500円

訪問看護情報提供療養費（２） 義務教育諸学校 1,500円

訪問看護情報提供療養費（３） 保険医療機関等 1,500円

緊急時訪問加算（緊急訪問/月14日目まで） 2,650円

★夜間・早朝訪問看護加算
夜間（18時～22時）

2,100円
早朝（6時～8時）

★深夜訪問看護加算 深夜（22時～6時） 4,200円

★難病等複数回訪問加算
1日2回 4,500円

1日3回以上 8,000円

緊急時訪問加算（緊急訪問/月15日目以降） 2,000円

長時間加算 5,200円

乳幼児加算（厚生労働大臣が定める者に該当する場合） 1,800円

複数名訪問看護加算ニ

看護師+補助者 1日1回 3,000円

看護師+補助者 1日2回 6,000円

看護師+補助者 1日3回

乳幼児加算（上記以外の場合） 1,300円

複数名訪問看護加算イ 看 護 師 + 看 護 師 4,500円

10,000円

退院支援長時間加算 8,400円

特別管理加算（Ⅰ） 5,000円

特別管理加算（Ⅱ） 2,500円

退院時共同指導加算 8,000円

特別管理指導加算 2,000円

退院支援指導加算 6,000円

24時間対応体制加算 6,800円

専門管理加算 2,500円

在宅患者連携指導加算 3,000円

在宅患者緊急時等カンファレンス加算 2,000円

看護・介護職員連携強化加算 2,500円



1.8%

25％

50％

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


